
福祉用具貸与と販売（購入）の選択制及び 

モニタリングに関する法令通知等 

○指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 

（平成 11 年厚生省令第 37 号） 

第十三章 福祉用具貸与 

第四節 運営に関する基準 

(指定福祉用具貸与の具体的取扱方針) 

第百九十九条 福祉用具専門相談員の行う指定福祉用具貸与の方針は、次に掲げるところ

によるものとする。 

一 （略） 

二 法第八条第十二項に規定する厚生労働大臣が定める福祉用具及び同条第十三項に

規定する特定福祉用具のいずれにも該当する福祉用具(以下「対象福祉用具」という。)

に係る指定福祉用具貸与の提供に当たっては、利用者が指定福祉用具貸与又は指定特

定福祉用具販売のいずれかを選択できることについて十分な説明を行った上で、利用

者の当該選択に当たって必要な情報を提供するとともに、医師、理学療法士、作業療

法士、言語聴覚士、居宅サービス計画の原案に位置付けた指定居宅サービス等(法第

八条第二十四項に規定する指定居宅サービス等をいう。)の担当者その他の関係者の

意見及び利用者の身体の状況等を踏まえ、提案を行うものとする。 

三 指定福祉用具貸与の提供に当たっては、貸与する福祉用具の機能、安全性、衛生状

態等に関し、点検を行う。 

四 指定福祉用具貸与の提供に当たっては、利用者の身体の状況等に応じて福祉用具の

調整を行うとともに、当該福祉用具の使用方法、使用上の留意事項、故障時の対応等

を記載した文書を利用者に交付し、十分な説明を行った上で、必要に応じて利用者に

実際に当該福祉用具を使用させながら使用方法の指導を行う。 

五 指定福祉用具貸与の提供に当たっては、利用者等からの要請等に応じて、貸与した

福祉用具の使用状況を確認し、必要な場合は、使用方法の指導、修理等を行う。  

六～九 （略） 

 

(福祉用具貸与計画の作成) 

第百九十九条の二 福祉用具専門相談員は、利用者の希望、心身の状況及びその置かれて

いる環境を踏まえ、指定福祉用具貸与の目標、当該目標を達成するための具体的なサー

ビスの内容、福祉用具貸与計画の実施状況の把握(以下この条において「モニタリング」

という。)を行う時期等を記載した福祉用具貸与計画を作成しなければならない。この

場合において、指定特定福祉用具販売の利用があるときは、第二百十四条の二第一項に

規定する特定福祉用具販売計画と一体のものとして作成されなければならない。  

２～４ （略） 

５ 福祉用具専門相談員は、福祉用具貸与計画の作成後、モニタリングを行うものとする。

ただし、対象福祉用具に係る指定福祉用具貸与の提供に当たっては、福祉用具貸与計画

に基づくサービス提供の開始時から六月以内に少なくとも一回モニタリングを行い、そ

の継続の必要性について検討を行うものとする。 

６ 福祉用具専門相談員は、モニタリングの結果を記録し、当該記録をサービスの提供に

係る居宅サービス計画を作成した指定居宅介護支援事業者に報告しなければならない。 

７ 福祉用具専門相談員は、モニタリングの結果を踏まえ、必要に応じて当該福祉用具貸

与計画の変更を行うものとする。 

８ （略） 

 

※下線部は、令和６年度介護報酬改定に伴い、追加や変更があった部分です。  
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○指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 

（平成 11 年厚生省令第 37 号） 

 

第十四章 特定福祉用具販売 

第四節 運営に関する基準 

(指定特定福祉用具販売の具体的取扱方針) 

第二百十四条 福祉用具専門相談員の行う指定特定福祉用具販売の方針は、次に掲げると

ころによるものとする。 

一 （略） 

二 対象福祉用具に係る指定特定福祉用具販売の提供に当たっては、利用者が指定福祉

用具貸与又は指定特定福祉用具販売のいずれかを選択できることについて十分な説

明を行った上で、利用者の当該選択に当たって必要な情報を提供するとともに、医師、

理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、居宅サービス計画の原案に位置付けた指定居

宅サービス等(法第八条第二十四項に規定する指定居宅サービス等をいう。)の担当者

その他の関係者の意見及び利用者の身体の状況等を踏まえ、提案を行うものとする。 

三 指定特定福祉用具販売の提供に当たっては、販売する特定福祉用具の機能、安全性、

衛生状態等に関し、点検を行う。 

四 指定特定福祉用具販売の提供に当たっては、利用者の身体の状況等に応じて特定福

祉用具の調整を行うとともに、当該特定福祉用具の使用方法、使用上の留意事項等を

記載した文書を利用者に交付し、十分な説明を行った上で、必要に応じて利用者に実

際に当該特定福祉用具を使用させながら使用方法の指導を行う。 

五 対象福祉用具に係る指定特定福祉用具販売の提供に当たっては、利用者等からの要

請等に応じて、販売した福祉用具の使用状況を確認するよう努めるとともに、必要な

場合は、使用方法の指導、修理等を行うよう努めるものとする。 

六～八 （略） 

 

(特定福祉用具販売計画の作成) 

第二百十四条の二 福祉用具専門相談員は、利用者の心身の状況、希望及びその置かれて

いる環境を踏まえて、指定特定福祉用具販売の目標、当該目標を達成するための具体的

なサービスの内容等を記載した特定福祉用具販売計画を作成しなければならない。この

場合において、指定福祉用具貸与の利用があるときは、第百九十九条の二第一項に規定

する福祉用具貸与計画と一体のものとして作成しなければならない。 

２～４ （略） 

５ 福祉用具専門相談員は、対象福祉用具に係る指定特定福祉用具販売の提供に当たって

は、特定福祉用具販売計画の作成後、当該特定福祉用具販売計画に記載した目標の達成

状況の確認を行うものとする。 

 

※下線部は、令和６年度介護報酬改定に伴い、追加や変更があった部分です。  
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○指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に

係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準 

（平成 18 年厚生労働省令第 35 号） 

 

第十二章 介護予防福祉用具貸与 

第五節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準 

(指定介護予防福祉用具貸与の具体的取扱方針) 

第二百七十八条 福祉用具専門相談員の行う指定介護予防福祉用具貸与の方針は、第二百

六十五条に規定する基本方針及び前条に規定する基本取扱方針に基づき、次に掲げると

ころによるものとする。 

一～三 （略） 

三 指定介護予防福祉用具貸与の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利

用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明

を行うものとする。 

四 法第八条の二第十項に規定する厚生労働大臣が定める福祉用具及び同条第十一項

に規定する特定福祉用具のいずれにも該当する福祉用具(以下「対象福祉用具」とい

う。)に係る指定介護予防福祉用具貸与の提供に当たっては、利用者が指定介護予防

福祉用具貸与又は指定特定介護予防福祉用具販売のいずれかを選択できることにつ

いて十分な説明を行った上で、利用者の当該選択に当たって必要な情報を提供すると

ともに、医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、介護予防サービス計画の原案

に位置付けた指定介護予防サービス等の担当者その他の関係者の意見及び利用者の

身体の状況等を踏まえ、提案を行うものとする。 

五 指定介護予防福祉用具貸与の提供に当たっては、貸与する福祉用具の機能、安全性、

衛生状態等に関し、点検を行うものとする。 

六 指定介護予防福祉用具貸与の提供に当たっては、利用者の身体の状況等に応じて福

祉用具の調整を行うとともに、当該福祉用具の使用方法、使用上の留意事項、故障時

の対応等を記載した文書を利用者に交付し、十分な説明を行った上で、必要に応じて

利用者に実際に当該福祉用具を使用させながら使用方法の指導を行うものとする。  

七 指定介護予防福祉用具貸与の提供に当たっては、利用者等からの要請等に応じて、

貸与した福祉用具の使用状況を確認し、必要な場合は、使用方法の指導、修理等を行

うものとする。 

八～十 （略） 

 

(介護予防福祉用具貸与計画の作成) 

第二百七十八条の二 福祉用具専門相談員は、利用者の心身の状況、希望及びその置かれ

ている環境等利用者の日常生活全般の状況を踏まえて、指定介護予防福祉用具貸与の目

標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容、サービスの提供を行う期間、

介護予防福祉用具貸与計画の実施状況の把握(以下この条において「モニタリング」と

いう。)を行う時期等を記載した介護予防福祉用具貸与計画を作成しなければならない。

この場合において、指定特定介護予防福祉用具販売の利用があるときは、第二百九十二

条第一項に規定する特定介護予防福祉用具販売計画と一体のものとして作成しなけれ

ばならない。 

２～４ （略） 

-３- 

 



５ 福祉用具専門相談員は、介護予防福祉用具貸与計画に基づくサービス提供の開始時か

ら、必要に応じ、モニタリングを行うものとする。ただし、対象福祉用具に係る指定介

護予防福祉用具貸与の提供に当たっては、介護予防福祉用具貸与計画に基づくサービス

提供の開始時から六月以内に少なくとも一回モニタリングを行い、その継続の必要性に

ついて検討を行うものとする。 

６～８ （略） 

 

※下線部は、令和６年度介護報酬改定に伴い、追加や変更があった部分です。  
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○指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に

係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準 

（平成 18 年厚生労働省令第 35 号） 

 

第十三章 特定介護予防福祉用具販売 

第一節 基本方針 

(指定特定介護予防福祉用具販売の具体的取扱方針) 

第二百九十一条 福祉用具専門相談員の行う指定特定介護予防福祉用具販売の方針は、次

に掲げるところによるものとする。 

一～二 （略） 

三 対象福祉用具に係る指定特定介護予防福祉用具販売の提供に当たっては、利用者が

指定介護予防福祉用具貸与又は指定特定介護予防福祉用具販売のいずれかを選択で

きることについて十分な説明を行った上で、利用者の当該選択に当たって必要な情報

を提供するとともに、医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、介護予防サービ

ス計画の原案に位置付けた指定介護予防サービス等の担当者その他の関係者の意見

及び利用者の身体の状況等を踏まえ、提案を行うものとする。 

四 指定特定介護予防福祉用具販売の提供に当たっては、販売する特定介護予防福祉用

具の機能、安全性、衛生状態等に関し、点検を行うものとする。 

五 指定特定介護予防福祉用具販売の提供に当たっては、利用者の身体の状況等に応じ

て特定介護予防福祉用具の調整を行うとともに、当該特定介護予防福祉用具の使用方

法、使用上の留意事項等を記載した文書を利用者に交付し、十分な説明を行った上で、

必要に応じて利用者に実際に当該特定介護予防福祉用具を使用させながら使用方法

の指導を行うものとする。 

六 対象福祉用具に係る指定特定介護予防福祉用具販売の提供に当たっては、利用者等

からの要請等に応じて、販売した福祉用具の使用状況を確認するよう努めるとともに、

必要な場合は、使用方法の指導、修理等を行うよう努めるものとする。 

七～九 （略） 

 

(特定介護予防福祉用具販売計画の作成) 

第二百九十二条 福祉用具専門相談員は、利用者の心身の状況、希望及びその置かれてい

る環境を踏まえて、指定特定介護予防福祉用具販売の目標、当該目標を達成するための

具体的なサービスの内容、サービスの提供を行う期間等を記載した特定介護予防福祉用

具販売計画を作成しなければならない。この場合において、指定介護予防福祉用具貸与

の利用があるときは、介護予防福祉用具貸与計画と一体のものとして作成しなければな

らない。 

２～４ （略） 

５ 福祉用具専門相談員は、対象福祉用具に係る指定特定介護予防福祉用具販売の提供に

当たっては、特定介護予防福祉用具販売計画の作成後、当該特定介護予防福祉用具販売

計画に記載した目標の達成状況の確認を行うものとする。 

 

※下線部は、令和６年度介護報酬改定に伴い、追加や変更があった部分です。 
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〇指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等に関する基準について 

（平成 11 年老企第 25 号通知） 

 

第３ 介護サービス 

十一 福祉用具貸与 

３ 運営に関する基準 

(３) 指定福祉用具貸与の具体的取扱方針及び福祉用具貸与計画の作成 

① （略） 

② 同条（運営基準第 199 条）第２号の対象福祉用具（以下「対象福祉用具」という。）に

係る指定福祉用具貸与の提供に当たっては、同号の規定に基づき、福祉用具貸与又は特

定福祉用具販売のいずれかを利用者が選択できることや、それぞれのメリット及びデメ

リット等、利用者の選択に当たって必要な情報を提供しなければならない。  

また、提案に当たっては、利用者の身体状況や生活環境等の変化の観点から、医師、

理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、介護支援専門員、居宅サービス計画の原案に位

置づけた指定居宅サービス等の担当者等から聴取した意見又は、退院・退所時カンファ

レンス又はサービス担当者会議といった多職種による協議の結果を踏まえた対象福祉

用具の利用期間の見通しを勘案するものとする。 

なお、提案に当たっては、医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士からのいずれ

かの意見を介護支援専門員等と連携するなどの方法により聴取するものとするが、利用

者の安全の確保や自立を支援する必要性から遅滞なくサービス提供を行う必要がある

など、やむを得ない事情がある場合は、この限りではない。 

③～⑦ （略） 

⑧ 福祉用具貸与計画の作成 

イ （略） 

ロ 福祉用具専門相談員は、福祉用具貸与計画には、福祉用具の利用目標、具体的な福

祉用具の機種、当該機種を選定した理由、当該福祉用具貸与計画の実施状況の把握（以

下ホにおいて「モニタリング」という。）を行う時期等を記載すること。その他、関

係者間で共有すべき情報（福祉用具使用時の注意事項等）がある場合には、留意事項

に記載すること。 

なお、福祉用具貸与計画の様式については、各事業所ごとに定めるもので差し支え

ない。 

ハ （略） 

ニ （略） 

ホ 同条第５項から第７項までは、福祉用具専門相談員に対して、福祉用具貸与計画に

記載した時期にモニタリングを行うとともに、その際、居宅サービスの提供状況等に

ついて記録し、その記録を居宅介護支援事業者に報告することを義務づけるものであ

る。当該報告は、居宅介護支援事業者において、福祉用具貸与が居宅介護サービス計

画に即して適切に提供されているかどうか、また、当該福祉用具貸与計画策定時から  

 

-６- 

 



の利用者の身体の状況等の変化を踏まえ、利用中の福祉用具が適切かどうかなどを確

認するために行うものである。福祉用具専門相談員は、当該モニタリングの結果によ

り、解決すべき課題の変化が認められるなどの場合においては、当該居宅介護支援事

業者とも相談の上、必要に応じて当該福祉用具貸与計画の変更を行うこと。  

また、対象福祉用具に係る指定福祉用具貸与の提供に当たっては、利用開始時から

６月以内に少なくとも１回モニタリングを行い、福祉用具の利用の必要性を確認する

とともに、必要に応じて、利用者の選択に当たって必要な情報の提供を行う。当該検

討に当たっては、リハビリテーション会議又はサービス担当者会議といった多職種が

協議する場を活用するほか、関係者への聴取による方法も考えられる。なお、やむを

得ない事情により利用開始時から六月以内にモニタリングを実施できなかった場合

については、実施が可能となった時点において、可能な限り速やかにモニタリングを

実施するものとする。 

 

 

十二 特定福祉用具販売 

３ 運営に関する基準 

(４) 指定特定福祉用具販売の具体的取扱方針及び特定福祉用具販売計画の作成 

① （略） 

② 対象福祉用具に係る指定特定福祉用具販売の提供に当たっては、同条第２号の規定に

基づき、福祉用具貸与又は特定福祉用具販売のいずれかを利用者が選択できることや、

それぞれのメリット及びデメリット等、利用者の選択に当たって必要な情報を提供しな

ければならない。 

また、提案に当たっては、利用者の身体状況や生活環境等の変化の観点から、医師、

理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、介護支援専門員、居宅サービス計画の原案に位

置づけた指定居宅サービス等の担当者等から聴取した意見又は、退院・退所時カンファ

レンス又はサービス担当者会議といった多職種による協議の結果を踏まえた対象福祉

用具の利用期間の見通しを勘案するものとする。 

なお、提案に当たっては、医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士からのいずれ

かの意見を介護支援専門員等と連携するなどの方法により聴取するものとするが、利用

者の安全の確保や自立を支援する必要性から遅滞なくサービス提供を行う必要がある

など、やむを得ない事情がある場合は、この限りではない。 

③ 同条第４号は、指定特定福祉用具販売の提供に当たっての調整、説明及び使用方法の

指導について規定したものであるが、特に、腰掛便座、自動排泄処理装置の交換可能部

品等の使用に際し衛生面から注意が必要な福祉用具については、衛生管理の必要性等利

用に際しての注意事項を十分説明するものとする。なお、同号の「福祉用具の使用方法、

使用上の留意事項、故障時の対応等を記載した文書」は、当該特定福祉用具の製造事業

者、指定特定福祉用具販売事業者等の作成した取扱説明書をいうものである。  

 

-７- 

 



④ 同条第８号は、居宅サービス計画に指定特定福祉用具販売が位置づけられる場合、主

治の医師からの情報伝達及びサービス担当者会議の結果を踏まえ、介護支援専門員は、

当該計画へ指定特定福祉用具販売の必要な理由の記載が必要となるため、福祉用具専門

相談員は、これらのサービス担当者会議等を通じて、福祉用具の適切な選定のための助

言及び情報提供を行う等の必要な措置を講じなければならない。 

⑤ 対象福祉用具に係るサービスを提供した福祉用具専門相談員は利用者等に対し、福祉

用具の不具合時の連絡等使用に当たっての要請が行えるよう連絡先を情報提供するも

のとする。 

 

⑥ 特定福祉用具販売計画の作成 

イ～ハ （略） 

ニ 対象福祉用具に係る指定特定福祉用具販売の提供に当たっては、当該計画の作成後、

少なくとも１回、当該計画に記載した目標の達成状況の確認を行うものとする。なお、

目標の達成状況の確認方法は、訪問に限らず、本人や関係者へのテレビ電話装置等の

活用による聴取等も含まれるものとし、テレビ電話装置等の活用に際しては、個人情

報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱い

のためのガイダンス」、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドラ

イン」を遵守するものとする。 

ホ （略） 

 

 

 

第４ 介護予防サービス 

９ 介護予防福祉用具貸与 

(２) 指定介護予防福祉用具貸与の具体的取扱方針 

① （略） 

② 対象福祉用具に係る指定介護予防福祉用具貸与の提供に当たっては、同条第４号の規

定に基づき、福祉用具貸与又は特定福祉用具販売のいずれかを利用者が選択できること

や、それぞれのメリット及びデメリット等、利用者の選択に当たって必要な情報を提供

しなければならない。 

また、提案に当たっては、利用者の身体状況や生活環境等の変化の観点から、医師、

理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、指定介護予防支援事業所の担当職員（指定居宅

介護支援事業者である指定介護予防支援事業所の場合にあっては、介護支援専門員。以

下(３)の④及び 10 の(２)の②において同じ。）、介護予防サービス計画の原案に位置

づけた指定介護予防サービス等の担当者等から聴取した意見又は、退院・退所時カンフ

ァレンス又はサービス担当者会議といった多職種による協議の結果を踏まえた対象福

祉用具の利用期間の見通しを勘案するものとする。 
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なお、提案に当たっては、医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士からのいずれ

かの意見を介護支援専門員等と連携するなどの方法により聴取するものとするが、利用

者の安全の確保や自立を支援する必要性から遅滞なくサービス提供を行う必要がある

など、やむを得ない事情がある場合は、この限りではない。 

③～⑤ （略） 

 

(３) 介護予防福祉用具貸与計画の作成 

① 予防基準第 278 条の２第１項は、福祉用具専門相談員は、介護予防福祉用具貸与計画

を作成しなければならないこととしたものである。介護予防福祉用具貸与計画作成に当

たっては、福祉用具の利用目標、具体的な福祉用具の機種、当該機種を選定した理由、

当該介護予防福祉用具貸与計画の実施状況の把握（以下④において「モニタリング」と

いう。）を行う時期等を明らかにするものとする。その他、関係者間で共有すべき情報

（福祉用具使用時の注意事項等）がある場合には、留意事項に記載すること。  

なお、介護予防福祉用具貸与計画の様式については、各事業所ごとに定めるもので差

し支えない。 

②～③ （略） 

④ 同条第５項から第７項までは、福祉用具専門相談員に対して、介護予防福祉用具貸与

計画に記載した時期にモニタリングを行うとともに、その際、介護予防サービスの提供

状況等について記録し、その記録を指定介護予防支援事業者に報告することを義務づけ

るものである。当該報告は、介護予防支援事業者において、介護予防福祉用具貸与が介

護予防サービス計画に即して適切に提供されているかどうか、また、当該介護予防福祉

用具貸与計画策定時からの利用者の身体の状況等の変化を踏まえ、利用中の福祉用具が

適切かどうかなどを確認するために行うものである。福祉用具専門相談員は、当該モニ

タリングの結果により、解決すべき課題の変化が認められるなどの場合においては、当

該担当する介護予防支援事業者とも相談の上、必要に応じて当該介護予防福祉用具貸与

計画の変更を行うこと。 

また、対象福祉用具に係る指定介護予防福祉用具貸与の提供に当たっては、利用開始

時から６月以内に少なくとも１回モニタリングを行い、福祉用具の利用の必要性を確認

するとともに、必要に応じて、利用者の選択に当たって必要な情報の提供を行う。当該

検討に当たっては、リハビリテーション会議又はサービス担当者会議といった多職種が

協議する場を活用するほか、関係者への聴取による方法も考えられる。なお、やむを得

ない事情により利用開始時から６月以内にモニタリングを実施できなかった場合につ

いては、実施が可能となった時点において、可能な限り速やかにモニタリングを実施す

るものとする。 
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10 特定介護予防福祉用具販売 

(２) 指定特定介護予防福祉用具販売の具体的取扱方針 

① （略） 

② 対象福祉用具に係る指定特定介護予防福祉用具販売の提供に当たっては、同条第３号

の規定に基づき、福祉用具貸与又は特定福祉用具販売のいずれかを利用者が選択できる

ことや、それぞれのメリット及びデメリット等、利用者の選択に当たって必要な情報を

提供しなければならない。 

また、提案に当たっては、利用者の身体状況や生活環境等の変化の観点から、医師、

理学療法士、作業療法士、言語聴覚士指定介護予防支援事業所の担当職員（指定居宅介

護支援事業者である指定介護予防支援事業所の場合にあっては、介護支援専門員。以下

(３)の④及び 10 の(２)の②において同じ。）、介護予防サービス計画の原案に位置づ

けた指定介護予防サービス等の担当者等から聴取した意見又は、退院・退所時カンファ

レンス又はサービス担当者会議といった多職種による協議の結果を踏まえた対象福祉

用具の利用期間の見通しを勘案するものとする。 

なお、提案に当たっては、医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士からのいずれ

かの意見を介護支援専門員等と連携するなどの方法により聴取するものとするが、利用

者の安全の確保や自立を支援する必要性から遅滞なくサービス提供を行う必要がある

など、やむを得ない事情がある場合は、この限りではない。 

③ 同条第５号は、指定特定介護予防福祉用具販売の提供に当たっての調整、説明及び使

用方法の指導について規定したものであるが、特に、腰掛便座、自動排泄処理装置の交

換可能部品等の使用に際し衛生面から注意が必要な福祉用具については、衛生管理の必

要性等利用に際しての注意事項を十分説明するものとする。なお、同号の「特定介護予

防福祉用具の使用方法、使用上の留意事項、故障時の対応等を記載した文書」は、当該

特定介護予防福祉用具の製造事業者、指定特定介護予防福祉用具販売事業者等の作成し

た取扱説明書をいうものである。 

④ 同条第９号は、介護予防サービス計画に指定特定介護予防福祉用具販売が位置づけら

れる場合、主治の医師等からの情報伝達及びサービス担当者会議の結果を踏まえ、指定

介護予防支援等基準第２条第１項に規定する担当職員（以下④において「担当職員」と

いう。）は、当該計画へ指定特定介護予防福祉用具販売の必要な理由の記載が必要とな

るため、福祉用具専門相談員は、これらのサービス担当者会議等を通じて、「利用者の

自立の可能性を最大限引き出す支援を行う」ことを基本として、特定介護予防福祉用具

の適切な選定のための助言及び情報提供を行う等の必要な措置を講じなければならな

い。 

⑤ 対象福祉用具に係るサービスを提供した福祉用具専門相談員は利用者等に対し、福祉

用具の不具合時の連絡等使用に当たっての要請が行えるよう連絡先を情報提供するも

のとする。 
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(３) 特定介護予防福祉用具販売計画の作成 

①～③ （略） 

④ 対象福祉用具に係る指定特定福祉用具販売の提供に当たっては、当該計画の作成後、

少なくとも１回、当該計画に記載した目標の達成状況の確認を行うものとする。なお、

目標の達成状況の確認方法は、訪問に限らず、本人や関係者へのテレビ電話装置等の活

用による聴取等も含まれるものとし、テレビ電話装置等の活用に際しては、個人情報保

護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのため

のガイダンス」、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」を

遵守するものとする。 

⑤ （略） 

※下線部は、令和６年度介護報酬改定に伴い、追加や変更があった部分です。 
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〇指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準について 

（平成 11 年老企第 22 号通知） 

 

第２ 指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準 

３ 運営に関する基準 

(８) 指定居宅介護支援の基本取扱方針及び具体的取扱方針 

基準第 13 条は、利用者の課題分析、サービス担当者会議の開催、居宅サービス計画の

作成、居宅サービス計画の実施状況の把握などの居宅介護支援を構成する一連の業務のあ

り方及び当該業務を行う介護支援専門員の責務を明らかにしたものである。  

なお、利用者の課題分析（第６号）から担当者に対する個別サービス計画の提出依頼

（第 12 号）に掲げる一連の業務については、基準第１条の２に掲げる基本方針を達成す

るために必要となる業務を列記したものであり、基本的にはこのプロセスに応じて進める

べきものであるが、緊急的なサービス利用等やむを得ない場合や、効果的・効率的に行う

ことを前提とするものであれば、業務の順序について拘束するものではない。ただし、そ

の場合にあっても、それぞれ位置付けられた個々の業務は、事後的に可及的速やかに実施

し、その結果に基づいて必要に応じて居宅サービス計画を見直すなど、適切な対応しなけ

ればならない。 

①～㉓（略） 

㉔ 福祉用具貸与及び特定福祉用具販売の居宅サービス計画への反映（第 22 号・第 23 号） 

福祉用具貸与及び特定福祉用具販売については、その特性と利用者の心身の状況等

を踏まえて、その必要性を十分に検討せずに選定した場合、利用者の自立支援は大き

く阻害されるおそれがあることから、検討の過程を別途記録する必要がある。  

このため、介護支援専門員は、居宅サービス計画に福祉用具貸与及び特定福祉用具

販売を位置付ける場合には、サービス担当者会議を開催し、当該計画に福祉用具貸与

及び特定福祉用具販売が必要な理由を記載しなければならない。 

さらに、対象福祉用具（指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する

基準（平成 11 年厚生省令第 37 号）第 199 条第２号に定める対象福祉用具をいう。以

下同じ。）を居宅サービス計画に位置づける場合には、福祉用具の適時適切な利用及

び利用者の安全を確保する観点から、基準第 13 条第５号の規定に基づき、福祉用具貸

与又は特定福祉用具販売のいずれかを利用者が選択できることや、それぞれのメリッ

ト及びデメリット等、利用者の選択に資するよう、必要な情報を提供しなければなら

ない。なお、対象福祉用具の提案を行う際、利用者の心身の状況の確認に当たって

は、利用者へのアセスメントの結果に加え、医師やリハビリテーション専門職等から

の意見聴取、退院・退所前カンファレンス又はサービス担当者会議等の結果を踏まえ

ることとし、医師の所見を取得する具体的な方法は、主治医意見書による方法のほ

か、診療情報提供書又は医師から所見を聴取する方法が考えられる。 

なお、福祉用具貸与については、居宅サービス計画作成後必要に応じて随時サービ

ス担当者会議を開催して、利用者が継続して福祉用具貸与を受ける必要性について専

門的意見を聴取するとともに検証し、継続して福祉用具貸与を受ける必要がある場合

には、その理由を再び居宅サービス計画に記載しなければならない。なお、対象福祉

用具の場合については、福祉用具専門相談員によるモニタリングの結果も踏まえるこ

と。 

（以下、略） 

※下線部は、令和６年度介護報酬改定に伴い、追加や変更があった部分です。 
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〇指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る 

介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準について 

（平成 18 年３月 31 日  厚生労働省老健局振興課長、老人保健課長通知） 

 

第２ 指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予

防のための効果的な支援の方法に関する基準 

４ 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準 

(１) 基準第 30 条は、利用者の課題分析、サービス担当者会議の開催、介護予防サービス  

計画の作成、介護予防サービス計画の実施状況の把握などの介護予防支援を構成する一

連の業務のあり方及び当該業務を行う担当職員の責務を明らかにしたものである。  

なお、利用者の課題分析（第６号）から介護予防サービス計画の利用者への交付（第

11 号）に掲げる一連の業務については、基準第１条の２に掲げる基本方針を達成するた

めに必要となる業務を列記したものであり、基本的にはこのプロセスに応じて進めるべ

きものであるが、緊急的なサービス利用等やむを得ない場合や、効果的・効率的に行う

ことを前提とするものであれば、業務の順序について拘束するものではない。ただし、

その場合にあっても、それぞれ位置付けられた個々の業務は、事後的に可及的速やかに

実施し、その結果に基づいて必要に応じて介護予防サービス計画を見直すなど、適切に

対応しなければならない。 

①～㉓ （略） 

㉔ 介護予防福祉用具貸与及び介護予防特定福祉用具販売の介護予防サービス計画への

反映（第 24 号・第 25 号） 

介護予防福祉用具貸与及び介護予防特定福祉用具販売については、その特性と利用者

の心身の状況等を踏まえて、その必要性を十分に検討せずに選定した場合、利用者の自

立支援は大きく阻害されるおそれがあることから、検討の過程を別途記録する必要がある。 

このため、担当職員は、介護予防サービス計画に介護予防福祉用具貸与及び介護予防

特定福祉用具販売を位置付ける場合には、サービス担当者会議を開催し、当該計画に介

護予防福祉用具貸与及び介護予防特定福祉用具販売が必要な理由を記載しなければな

らない。 

さらに、対象福祉用具（指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに

指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準（平

成 18年厚生労働省令第 35号）第 278条第４号に定める対象福祉用具をいう。以下同じ。）

を介護予防サービス計画に位置づける場合には、福祉用具の適時適切な利用及び利用者

の安全を確保する観点から、基準第 30 条第５号の規定に基づき、介護予防福祉用具貸

与又は介護予防特定福祉用具販売のいずれかを利用者が選択できることや、それぞれの

メリット及びデメリット等、利用者の選択に資するよう、必要な情報を提供しなければ

ならない。なお、対象福祉用具の提案を行う際、利用者の心身の状況の確認に当たって

は、利用者へのアセスメントの結果に加え、医師やリハビリテーション専門職等からの

意見聴取、退院・退所前カンファレンス又はサービス担当者会議等の結果を踏まえるこ

ととし、医師の所見を取得する具体的な方法は、主治医意見書による方法のほか、医師

の診断書又は医師から所見を聴取する方法が考えられる。 

なお、介護予防福祉用具貸与については、介護予防サービス計画作成後必要に応じて

随時サービス担当者会議を開催して、利用者が継続して介護予防福祉用具貸与を受ける

必要性について専門的意見を聴取するとともに検証し、継続して介護予防福祉用具貸与

を受ける必要がある場合には、その理由を再び介護予防サービス計画に記載しなければ

ならない。なお、対象福祉用具の場合については、福祉用具専門相談員によるモニタリ

ングの結果も踏まえること。 

（以下、略） 

※下線部は、令和６年度介護報酬改定に伴い、追加や変更があった部分です。 
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＜福祉用具貸与と購入の選択制及びモニタリングに関するＱ＆Ａ＞ 

（令和６年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａから抜粋） 

 

Ⅰ．令和６年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.１）（令和６年３月 15 日）掲載分 

【福祉用具貸与･特定福祉用具販売･住宅改修・居宅介護支援・介護予防支援】 

〇特定福祉用具販売種目の再支給等について 

問98 特定福祉用具販売の種目は、どのような場合に再支給又は複数個支給できるのか。 

（答） 

居宅介護福祉用具購入費の支給が必要と認める場合については、介護保険法施行規則

第 70 条第２項において「当該既に購入した特定福祉用具又は特定介護予防福祉用具が

破損した場合、当該居宅要介護被保険者の介護の必要の程度が著しく高くなった場合そ

の他特別の事情がある場合であって、市町村が当該申請に係る居宅介護福祉用具購入費

の支給が必要と認めるときは、この限りでない。」とされており、「その他特別な事情」

とは、利用者の身体状況や生活環境等から必要と認められる場合の再支給のほか、ロフ

ストランドクラッチやスロープのような種目の性質等から複数個の利用が想定される

場合も含まれる。 

 

〇貸与と販売の選択制における令和６年４月１日（以下、「施行日」という）以前の利用

者について 

問99 厚生労働大臣が定める特定福祉用具販売に係る特定福祉用具の種目及び厚生労

働大臣が定める特定介護予防福祉用具販売に係る特定介護予防福祉用具の種目（平成

11年厚生省告示第94号）第７項～第９項にそれぞれ掲げる「スロープ」「歩行器」「歩

行補助つえ」（以下、「選択制の対象福祉用具」という）を施行日以前より貸与して

いる利用者は、施行日以後に特定福祉用具販売を選択することができるのか。 

（答） 

貴見のとおりである。なお、利用者が販売を希望する場合は福祉用具貸与事業者、特  

 定福祉用具販売事業者、居宅介護支援事業者において適切に連携すること。  

 

問100 施行日以降より選択制の対象福祉用具の貸与を開始した利用者へのモニタリン

グ時期はいつになるのか。 

（答） 

施行日以後に貸与を開始した利用者に対しては、利用開始時から６月以内に少なくと  

 も１回モニタリングを実施することとしているが、施行日以前の利用者に対しては、利

用者ごとに適時適切に実施すること。 

 

〇貸与と販売の提案に係る利用者の選択に資する情報提供について 

問101 福祉用具専門相談員又は介護支援専門員が提供する利用者の選択に当たって必

要な情報とはどういったものが考えられるか。 

（答） 

利用者の選択に当たって必要な情報としては、 

・利用者の身体状況の変化の見通しに関する医師やリハビリテーション専門職等  

から聴取した意見 

・サービス担当者会議等における多職種による協議の結果を踏まえた生活環境等の  

変化や福祉用具の利用期間に関する見通し 

・貸与と販売それぞれの利用者負担額の違い 

・長期利用が見込まれる場合は販売の方が利用者負担額を抑えられること 
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・短期利用が見込まれる場合は適時適切な福祉用具に交換できる貸与が適している  

こと 

・国が示している福祉用具の平均的な利用月数（※） 

等が考えられる。 

※選択制の対象福祉用具の平均的な利用月数（出典：介護保険総合データベース）  

・固定用スロープ：１３.２ヶ月 

・歩行器：１１.０ヶ月 

・単点杖：１４.６ヶ月 

・多点杖：１４.３ヶ月 

 

〇担当する介護支援専門員がいない利用者について 

問102 担当する介護支援専門員がいない利用者から福祉用具貸与事業所又は特定福祉

用具販売事業所に選択制の対象福祉用具の利用について相談があった場合、どのよ

うな対応が考えられるのか。 

（答） 

相談を受けた福祉用具貸与事業所又は特定福祉用具販売事業所は、当該福祉用具は貸

与と販売を選択できることを利用者に説明した上で、利用者の選択に必要な情報を収集

するために、地域包括支援センター等と連携を図り対応することなどが考えられる。  

 

〇貸与と販売の選択に係る情報提供の記録方法について 

問103 福祉用具専門相談員は、利用者に貸与と販売の選択に資する適切な情報を提供

したという事実を何に記録すればよいのか。 

（答） 
福祉用具貸与・販売計画又はモニタリングシート等に記録することが考えられる。  

 

〇選択制の対象福祉用具の販売後の取り扱いについて 

問104選択制の対象種目の販売後のメンテナンス等に係る費用は利用者が負担するのか。 

（答） 

販売後のメンテナンス等にかかる費用の取扱いについては、利用者と事業所の個別契

約に基づき、決定されるものと考えている。 

 

〇スロープの給付に係るサービス区分に係る判断基準ついて 

問105 スロープは、どのような基準に基づいて「福祉用具貸与」、「特定福祉用具販

売」、「住宅改修」に区別し給付すればよいのか。 

（答） 

取り付けに際し、工事を伴う場合は住宅改修とし、工事を伴わない場合は福祉用具貸

与又は特定福祉用具販売とする。 

 

【居宅介護支援・介護予防支援】 

○福祉用具について 

問112 選択制の対象福祉用具を居宅サービス計画又は介護予防サービス計画（以下「居

宅サービス計画等」という。）に位置付ける場合、主治医意見書や診療情報提供書

に福祉用具に関する記載がない場合は、追加で医師に照会する必要があるか。  

（答） 

追加で医師に照会することが望ましいが、主治医意見書や診療情報提供書、アセスメ  

 ント等の情報から利用者の心身の状況を適切に把握した上で、貸与・販売の選択に必要

な情報が得られているのであれば、必ずしも追加の照会は要しない。 
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○福祉用具について 

問113 福祉用具貸与については、居宅サービス計画又は介護予防サービス計画（以下  

「居宅サービス計画等」という。）作成後、利用者が継続して福祉用具貸与を受ける

必要性について検証し、継続して福祉用具貸与を受ける必要がある場合には、その

理由を再び居宅サービス計画等に記載しなければならないこととなっており、選択

制の対象福祉用具の貸与を行った場合、福祉用具専門相談員が少なくとも６月以内

にモニタリングを行い、その結果を居宅サービス計画等を作成した指定居宅支援事

業者等に報告することとされているが、居宅サービス計画等の見直し又は継続理由

の記載については福祉用具専門相談員のモニタリングと同様に６月以内に行う必要

があるのか。 

（答） 

必ずしも６月以内に行う必要はないが、福祉用具専門相談員からモニタリングに関  

する情報提供があった後、速やかに居宅サービス計画等の見直し又は継続理由の記載を

行うこと。 

 

 

Ⅱ．令和６年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.５）（令和６年４月 30 日）掲載分 

【福祉用具貸与･特定福祉用具販売･居宅介護支援・介護予防支援】 

〇モニタリングの実施時期について 

問３ 福祉用具貸与計画の実施状況の把握（モニタリング）を行う時期を記載すること  

とされたが、計画に記載する事項として、モニタリングの実施を予定する年・月に  

加え、日付を記載する必要があるのか。 

（答） 

福祉用具貸与計画における次回のモニタリング実施時期については、例えば「何年  

何月頃」や「何月上旬」等の記載を想定しており、必ずしも確定的な日付を記載する  

必要はない。一方で、利用者の身体状況やADL に著しい変化が見込まれる場合等、利 

用者の状況に応じて特定の日に実施する必要があると判断されるときは日付を記載  

することも考えられる。 

 

問４ 福祉用具貸与計画に記載する実施状況の把握（モニタリング）の実施時期は、ど  

のように検討すればよいのか。 

（答） 

 利用者の希望や置かれている環境、疾病、身体状況及びADL の変化等は個人により 

異なるものであるから、モニタリングの実施時期は利用者ごとに検討する必要がある。 

 

〇選択制の対象となる福祉用具の購入後の対応について 

問５ 選択制の対象となる福祉用具を購入したのちに、修理不能の故障などにより新た  

に必要となった場合、特定福祉用具販売だけでなく福祉用具貸与を選択することは 

可能か？また、販売後に身体状況の変化等により、同じ種目の他の福祉用具を貸与  

することは可能か。 

（答） 

いずれも可能である。なお、福祉用具の販売または貸与のいずれかを提案するに当  

たっては、利用者の身体の状況等を踏まえ、十分に検討し判断すること。  
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